
別記様式第４号 議事録 

 

令和 8 年 3 月 30 日公表 

 

令和７年度 第２回東京支社入札監視委員会定例会議議事録 

開催日及び場所 令和８年３月９日（月）  東京支社 

出席委員 

（敬称略。委員について

は、５０音順。） 

委員長： 飯田 直久（弁護士） 

委 員 ： 井上  徹（横浜国立大学 名誉教授） 

今川 奈緒（茨城大学 准教授） 

岡田 正則（早稲田大学 教授） 

長田  敦(弁護士) 

角田  淳（弁護士） 

南部 利之(法律事務所 アドバイザー) 

藤井 浩司（早稲田大学 名誉教授） 

吉田 純司（山梨大学 教授） 

審議対象期間 令和７年４月１日～令和７年９月３０日 

抽出案件 総件数     ５件 （備考） 

工事（一般競争入札）          １件  

工事（特命契約）          １件  

調査等 １件  

物品・役務          １件  

変更契約          １件  

委員からの意見・質問、そ

れに対する回答等 
（別紙のとおり） 

 

委員会による意見の具申

又は勧告の内容 

今回の審議案件について、特に問題なく妥当と判断する。 

以下 5 点ほど委員会から申し上げたい。 

・見積協議方式において、契約制限価格と入札金額との開差の内容につい

て、下請の見積書だけでは妥当性を判断できないので、妥当性の判断の理

由はきちんと整理し、対外的に説明できるように工夫を検討して欲しい。 

・入札にあたって、参加者が一堂に会する場所を設けるのは好ましくないた

め、せり下げ方式に限らず入札方法について注意して欲しい。 

・車両の売却に関して、下取価格の適正性についてしっかりと確認を行うよう

留意して欲しい。また、車両の仕様についても、特殊性のある作業を担うた

め、よりよい製品開発につなげられるよう評価項目を設定するような工夫を

検討して欲しい。 

・変更契約における価格の妥当性を対外的に説明できるよう留意して欲し

い。 

・公共事業を担う会社として、今後とも技術者育成の努力をお願いしたい。 



別紙 委員からの意見・質問、それに対する回答等 

１．入札執行状況等に関する統計のとりまとめ及び分析結果の報告 

意見・質問 回答 

・報告に関する意見・質問なし。  

 

２．入札及び契約に係る談合等不正行為等の疑義事案の報告 

意見・質問 回答 

・報告に関する意見・質問なし。  

 

３．抽出案件の審議 

（１）工事（一般競争入札） 

工事名：新東名高速道路 小山東地区側道整備工事 

① 確認対象項目の開差の理由はわかるが、

その内容が適切かどうかはどう判断する

のか。 

 

 

 

 

② 受注者の見積を妥当と考えるならば、積

算基準を見直すといったことになるのか。 

 

 

 

 

 

 

③ 開差が大きいのは、地域性などの特殊事

情が考えられるのか。 

 

 

 

 

④ 確認協議において、相手方に対して、こ

れまでの実績金額や積算との乖離を具

体的に示して確認を取るといったことはし

ていないのか。 

⑤ 昨今の物価の高騰や人件費の高騰とい

った変動に対して、積算単価などを適正

に反映させるためどのように対応している

のか。 

① 各項目の開差について、施工体制・編

成や機械損料の算出方法を確認してお

ります。金額的に非常に大きな差異があ

りますが、施工は可能な体制で妥当性

があると判断し、契約締結しております。

最終的には施工実態を確認し、適正な

内容で精算を行うこととなります。 

② 今回の工事は、標準的な積算要領を使

用しておりますが、実際の施工では、受

注者の対応可能な施工数量がありネク

スコの基準は使用できなかったと想定し

ております。他の工事においても、このよ

うな状況があれば、個々に積算に反映

することも検討していく必要があると考え

られます。 

③ 本工事については、地域性などの特殊

事情は考えられないため、施工実態調

査において、適正な内容であるかの確

認を行いつつ、必要に応じて積算に反

映するのかを検討していくことになると考

えます。 

④ 確認協議においては、入札金額の算出

方法を確認することとなっており、実績

金額や積算との乖離を具体的に示して

はおりません。 

⑤ 四半期ごとに材料価格調査による価格

の改定を行い、労務単価については、

毎年３月に国に準拠した改定を行って

おります。 



 
（２）工事（特命契約） 

工事名：中央自動車道 御前山第一橋鋼橋補修工事（２０２４年度） 

① 24 年 11 月に「AA 判定」となり、契約締結

が 25 年 7 月であるが、概ね１年程度で契

約締結できたことに対して問題ないか。 

 

 

② 損傷の写真見るとかなり亀裂が発生して

いるように見えるが、問題はないのか。 

 

 

 

 

③ 「AA」判定は 1 年にどのくらい件数がある

のか。緊急対応が必要な事例が 1 年にど

のぐらいあるのか、それに円滑に対応で

きているのか。 

 

 

 

 

 

 

④ 契約締結までに何度も手続きを行ってい

るが、防災型発注方式は、通常このような

状況であるのか、あるいは本件が特殊で

あるのか。 

① 「AA」判定の損傷は、概ね 1 年を目途に

補修を実施することとなっており、あくま

で目安となっています。今回の疲労亀裂

は１年経過しても今すぐ問題にならない

ことを確認しています。 

② この疲労亀裂は二次部材（ガセット）に

発生しているもので、主部材には至って

おりません。放っておくと主部材にも影

響が及ぶ可能性があるということで、

「AA」判定としていますが、現段階で応

急的な措置の必要はありません。 

③ 年度毎にバラつきはありますが、2024 年

度では、橋梁の鋼桁で 79 件、橋梁数で

25 橋です。現在、17 橋は補修が完了

し、残る損傷も着手済という状況で、今

年度中に完了予定です。なお、2023 年

度は 30 件でした。補修対応は、工事へ

の追加、グループ会社の業務で対応、

それと今回の防災型発注方式による対

応があります。円滑に対応はできている

との認識です。 

④ 工事内容などにもよると思われるため、

ケースバイケースです。 

 

 

（３）調査等（指名競争入札） 

調査等名：高速道路の整備効果資料作成（２０２５年度） 

① 定型化されたグラフ作成や評価も、今後

は AI などの活用により内製化し、事業評

価のみならず違う分野に貢献出来できる

ものとしたら良いのではないか。 

 

 

 

 

 

 

① 当社でも、最近、AI を使うようになってき

ており、データを事前に AI に読み込ま

せることで、今後は直営でできる部分も

出てくるのではないかと思っております。

現状は、当社からいろいろとデータを提

供し、受注者独自の方法で、集約すると

いうところもあり、そのノウハウみたいなも

のが AI もできるようになれば実施できる

のではないかと思われます。 

 



② 技術者の資格要件はどのような考えで設

定しているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 経年変化を追うために同一の会社が３年

や５年契約といった形式で評価した方が

よいのではないか。 

 

 

 

④ 参考見積に基づく設計金額への反映方

法について、過去、異常値を排除せず単

純平均している事案があったが、本件で

は標準偏差を出して異常値を除外してい

るとのことであるが、単純平均する手法は

改められたのか。全社的な統一ルールを

決めるべきではないか。 

⑤ 標準偏差の採用にあたり SE（標準誤差）

を確認しているのか。分布の偏りにより結

果が異なるので注意したほうが良い。 

⑥ 成果品のイメージについて、2024 年度と

2025 年度で大きな違いがないように思わ

れるが、発注した業務は数値の更新とい

うことになるのか。また、ヒアリングのコメン

トも同じ内容と思われるが如何か。 

 

 

 

 

 

② 業務が「経済調査」であるため、技術士

の建設部門の都市及び地方計画という

ものを熟知している者を配置していただ

きたいということ、また、今回、同事業す

べてに精通するということで、建設部門

の道路を設定させていただいたというと

ころです。それから、３名以上の所属を

求めることについては、管理技術者、照

査技術者、担当技術者の配置を考えた

ものです。 

③ ここ数年は新東名の事業評価が続いて

いますが、対象が変わる場合もあり、一

概に継続していないところがあります。

基本的に作成した資料については、根

拠データも含めて引継ぎができるように

しております。 

④ 過去のご指摘も踏まえ、本件は、標準偏

差を出し、異常値を除外しております。

全社的にどのように統一していくかは、

今後の検討と考えております。 

 

 

 

⑤ 確認いたします。（確認の結果、標準誤

差は未考慮） 

 

⑥ 交通量のように数値の更新もあります

が、行政が出している資料や統計デー

タから新たに作成するものもあります。ま

た、事業評価委員会での指摘を踏まえ

再作成するものもあり、今回の説明資料

にある救急医療機関の 30 分圏域は一

般道側の渋滞解消などを反映したものと

して再作成しています。ヒアリングは、コ

メントとして効果がわかりやすいものを採

用しており、集約結果を見て更新を判断

しております。 

 

 

 

 



（４）物品・役務 

件名：八王子支社管内 湿塩散布車購入（２０２４年度） 

① 各社によって少し機能が違ったり、効率

が良かったりという性能の差は出てくるの

か。 

 

② 特殊な車両のため、技術者の減少などで

メンテナンスが問題となり、入札参加者が

減少する懸念もあるのではないか。 

 

 

 

 

③ 発注者として入札において、参加者が対

面する必要のない方式を検討して欲し

い。 

 

④ 車両の更新の目安はあるのか。 

 

 

⑤ 下取り価格の適正性は確認しているの

か。本体価格に対して、５万円の下取り価

格は安すぎると思う。過去の実績のみに

捉われるのではなく経済情勢も変化する

ので合理的な説明ができるように考えて

欲しい。 

 

① 当社仕様に則した車両を納入してもらっ

ており、例えば、散布装置における速度

調整の範囲が若干異なるなど、各社に

より性能が違う部分はあると思います。 

② 特殊車両製造は大きな業界ではないた

め、今後入札参加者の減少は懸念材料

ですが、入札参加時点でメンテナンス体

制について審査基準を設けており、自

社の直営整備工場ではなく、自社以外

の整備工場と代理店契約を締結してい

れば問題ないこととしています。 

③ 今後とも、より公正かつ透明な手続きの

もと調達を行うため、疑念を持たれない

入札執行の在り方として、ご意見につい

て参考とさせていただきます。 

④ 車両の更新は、使用年数や部品の修理

比率などを総合的に勘案して判断して

おります。 

⑤ 過去の実績などを基に適正性を確認し

ております。 

 

 

 

 

 

（５）変更契約 

工事名：東名高速道路 崎山橋耐震補強工事 

① 当時、検討はしたものの、管理技術者の

兼務が困難で別契約にできなかったとい

うことでよいか。 

② 本件は、東日本大震災後の耐震補強工

事という特殊性や工事内容の特殊性があ

ったということか。 

 

 

 

 

 

① 当時は別工事になるともう一人技術者が

必要になるということで、事業執行のた

めに追加工事にしたと思われます。 

② 当時は、全国的に耐震補強工事が発注

され入札不調が頻発していたという状況

や２０２１年度までに事業を完了させる事

業計画達成のために、様々な手法で発

注を試みたのですが、万策尽きて、やむ

を得ず本件よりも規模が大きい工事にも

かかわらず追加工事としたという事情が

ございます。 



③ 別発注しようとした工事を追加したやむを

得ない事情があったことは理解できるが、

結論的には別契約すべき案件であったと

考える。現時点であれば、別契約する方

向で対応するのか。 

 

 

 

④ 変更契約金額が 9 倍になっているため、

金額の公正性・妥当性に関して算出方法

を対外的に説明できる工夫を検討して欲

しい。 

⑤ 入札不調対策の一環としても技術者不足

解消、担い手の育成のため、技術者にな

るとこんな夢があるといったネクスコの事

業 PR を戦略的に進めていって欲しい。 

 

③ 当時も別工事として発注すべく、様々な

手法を試みておりますし、情勢がかなり

変わってきており、発注件数も減少傾向

にあります。入札不調の取り組みを進め

て、発生件数も減ってきておりますの

で、現在の入札手続きの方法を活用し

て別工事として発注をしていくことで考

えております。 

④ 請負金額の変更については、基本的に

ネクスコとの積算基準をベースに受注者

との新単価協議を経て決定しておりま

す。  

 

 

 


